
 

（３）ヒヤリ調査の実施について

　　上記の事故分析により事故の発生した地点は把握していますが、これ以外にも、交通事故と

して顕在化してはいないものの通行の際に危険を感じる地点（「ヒヤリポイント」）が多数存在

していると考えられます。

　　事故対策の検討の際には、事故発生地点のほか、将来的な事故発生が懸念されるこうしたヒ

ヤリポイントについても考慮することが重要です。

　　このため、各自治会毎に地元住民の方々のご協力を得てヒヤリポイントの調査（「ヒヤリ調

査」）を行うこととしました。

　　以下の様式を用いて調査をします。


